
【別紙４】

食中毒発生防止のための三原則（清潔・迅速・加熱）を遵守すること
食中毒が発生した場合は、以下の指示に従うこと

調理作業の中断

経営推進部長

総務課長

病院長

保健所による調査・原因究明

市立伊勢総合病院　総務課

栄養管理室
保健所の指示に従う

食中毒等事故発生時対応マニュアル

栄養管理室（食中毒発生情報収集）

医療技術部長

院内感染対策委員会

給食業務受託者

　各病棟の状況報告

給食業務受託者の確認事項・提出書類

・その他必要な書類の提出

・食材料納入業者の確認

給食業務受託者
市立伊勢総合病院・伊勢保健所の指示に従う。

・最近２週間の献立の提出

・調理従事者の中に体調不良の人がいないか確認

・喫食者、食種、食数の確認

・過去２週間の保存食の提出

・使用水の水質検査結果記録表の提出


